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昭和二十二年法律第二十号

労働者愛害補償保険法
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H則
第一章 構則

第―条 労働者愛害補働保険は、祟務上の事由又は五出による労働者の負傷、疾病、障害Ⅲ死亡等に対して迅速かつ公正な保離をするため、あ

要な保険輪付を行い、あわせて、業務上の事由又は通れにより負毎し、又は察病にかかつた労働者の社会復爆のに違、当散労働者及びその遺

法の経臨、労働者の安全及び衛生の確保等を国り、もつて労働者の福社の増通に寄与することを目的とする。

第二条 労働者愛害補償保険は、政府が、これを管準する。

第二条の二 労働者愛書補償保険は、第一員の目的を建成するため、業務上の事山又は通軸による労働者の負傷、疾常、障害こ死亡等に関し

て保険綸付を行うほか。社会復帰促通等事業を行うことができる。

第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

02 前項の規定にかかわらず、日の直営事業及び官公署の事業 (労働と隼法 (昭和二十二年法律第四十九号)財義第一に欄げる事祟を除

く。)については、この法律は、適用しない。

第四条 田除

第二条 この法律に基づく取令及び厚生労働省令圭びに労凸保険の保険科の機取等に■する送毎 (昭和四十四年法律第′ヽ十日号と以下 i趣
送Jと いう。)に基づく政令及び厚生労働省令 (労働者愛害補償保険事業に係るものにRる。)は、その車泰について、労働政策審贈会の意

見を聞いて、これを制定する。

第二章 保険関係の成立及び消滅

第六条 保険田係の成立及び消激についてはこ徴収送の定めるところによる。

第二章 保険輪付

第一節 五則

第七条 この法律による保険綸付は、次に掲げる保険惜付とする。

一 労働者の崇蕩上の負傷、族務、障害又は売亡 (以下「祟務羮害Jと いう。)に関する保険綸付

二 労働者の通軸による負傷、疾癖、障害又は死亡 (以下『五動愛害Jと いう。)に関する保険綸付

三 二次健康砂断等輪付              :
02 前項第二号の通島とは、労働者が、■素に日し、次に掲げる移馳を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性資を有する

ものを除くものとする。

― 住居と就業の場所との間の住復

二 厚生労働省令で定める就来の場所から他の■業の場所への移励

三 第―号に掲げる住復に先行しこ又は俊横する住居間の移動 《厚生労働省令で定める要件に触当するものに限る。)

03 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当敵逸脱又は中断の同及びそ

の後の同項各号に掲げる移動は、第一項第二号の通動としない。ただし、当触逸脱又は中断が、日常生活上必要な行れであつて厚生労働省令

でためるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合はご当酸逸脱又は中断の間を除き、この風りでない。

第八条 輪付と機口領は、

一

の平均資金に相当する領とする。この場合において、同条第―項の平均資金を算定すべき亭由の

発生した日は、前祭第―項第一号及び第二号に規定する負毎若しくは死亡の原因である事故が発生した日又はい断によつて同項第一号及び第

二号に経定する疾病の発生が確定した日 (以下「算定事由発生日Jと いう。)とする。

02 -の 平均寅命に相当する領を綸付基礎口領とすることが適当でないとBめ られるときは、前項の経定にかかわらず、犀

生労働省令でためるところによつて政府が諄定する領を輪付基礎日領とする。

第八条の二 休皐補償綸付又は体皐輪付 (以下この崇において「体集精債惜付等』という。)の傾の算定のと礎として用いる綸付と礎口観

(以下この条において「休皐輪付基礎日額Jという。)については、次に定めるところによる。

一 次号にれ定する体業構慣綸付等以外の体祟補償惜付等にづいては、前条の規定により補付基礎日領として算定した観書体棠綸付基礎口額

とする。
ニ ー月から二月まで、四月から六月まで、七月から九月まで農び十月から十二月までの各区分による期間 (以下この条において「口半期J

という。)ごとの平均給与領 (厚生労働省において作成する毎月働労儀計における毎月きまつて支輪する給与の額を基礎として厚生労働省

令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の―宙月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、年定事由発生日の日す

る四半期 くこの号の掘定により算定した領 (以下この号において「虫定口傾山という。)を休皐織付と強日重とすることとされている場合
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